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｜
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
及
び

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
告

示
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支

○
内
閣
府
告
示
第
二
十
号

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

令
和
六
年
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

、

■
■
日
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■
『
ｊ
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■
■
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二
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
記
載
事
項

相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

福
祉
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
本
指
針
に

第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
（
児
童

第
一
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

お
い
て
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
内
容
の
う
ち
、
指
定
都
市
等
及
び
児
童

》
」
盛
り
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ｉ１
教
育
・
保
育
提
供
区
域
の
設
定
に
関
す
る
事
項

な
お
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
別
表

作
成
し
て
差
し
支
え
な
い
。

業
計
画
と
盛
り
込
む
内
容
が
重
複
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て

市
町
村
は
、
地
理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
現
在
の
教
育
・
保
育
の
利
用
状
況
、
教
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祉
法
第
五
十
六
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
提
供
区
域
を
い
う
。
）
は
、
当
該
教
育
・
保
育
提
供
区

応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
区
分
又
は
事
業
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
（
以
下
「
認
定
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
事
業
ご

踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
。

型
保
育
事
業
の
認
可
の
際
に
行
わ
れ
る
需
給
調
整
の
判
断
基
準
と
な
る
こ
と
等
か
ら
、
法
第
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
小

ｊ

共
通
の
区
域
設
定
と
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
一
方
、
教
育
・
保
育
提
供
区
域
は
、
２
の
二
の
②
に
規
定
す
る
地
域

く

と
に
教
育
・
保
育
施
設
等
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
広
域
利
用
の
実
態
が
異
な
る
場
合
に
は
、
実
態
に

ｊ

域
は
、
２
の
二
の
②
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
の
際
に
行
わ
れ
る
需
給
調
整
の
判
断
基
準
と
な
る
こ
と
を

育
・
保
育
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
小
学
校
区
単
位
、
中
学

能
な
区
域
（
以
下
「
教
育
・
保
育
提
供
区
域
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
教
育
・
保
育
提
供
区

校
区
単
位
、
行
政
区
単
位
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
保
護
者
や
子
ど
も
が
居
宅
よ
り
容
易
に
移
動
す
る
こ
と
が
可

な
お
、
市
町
村
整
備
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
整
備
計
画
に
記
載
す
る
保
育
提
供
区
域
（
児
童
福

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
・
保
育
提
供
区
域
は
、
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
通
じ
て
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